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G-53 ソナゾイド注射用 16μL（溶解液付）（肝切除術） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、肝切除術におけるソナゾイド注射用 16μL（溶解液付）の

算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ソナゾイド注射用 16μL（溶解液付）（一般名：ペルフルブタン注射用）

の効能・効果より、肝切除術において、ソナゾイド注射を使用した超音波

検査は有用であるため、算定は妥当であると整理した。 

 

（参考） 

ソナゾイド注射用 16μL（溶解液付）の効能又は効果 

 超音波検査における下記造影 

  肝腫瘤性病変、乳房腫瘤性病変 

 


